
に
、真
剣
な
措
置
が
採
用
さ
れ
、実
施
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

労
働
者
保
護
福
祉
局
（
タ
イ
労
働
省
）
は
、
規
制
を
制
定
し
、
検
査
を
実
施
し
、
訓
練
を
行
い
、
指
針
を
作

成
し
、ア
ス
ベ
ス
ト
産
業
で
働
く
人
々
や
管
理
す
る
人
々
に
対
し
て
情
報
を
提
供
し
て
き
た
。
労
働
衛
生
と
安

全
を
保
護
す
る
規
制
に
は
次
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
作
業
環
境
規
則
（
一
九
七
七
年
）、 

有
害
化
学
物
質
規
則

（
一
九
九
一
年
）、 
健
康
診
断
規
則
（
二
〇
〇
四
年
）、
安
全
監
督
官
及
び
安
全
委
員
会
規
則
。
政
府
は
ア
ス
ベ

ス
ト
の
危
険
性
と
闘
う
た
め
に
次
の
よ
う
な
措
置
を
と
っ
て
い
る
。
閾
限
界
値
を
五
繊
維
／
cc
か
ら
二
繊
維
／

cc
に
下
げ
る
こ
と
、危
険
な
ア
ス
ベス
ト
曝
露
を
制
限
す
る
た
め
の
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
、健
康
診
断
を
行
う

こ
と
、
中
小
企
業
に
お
け
る
粉
じ
ん
を
監
視
す
る
こ
と
、ア
ス
ベ
ス
ト
関
連
疾
患
の
診
断
と
補
償
の
た
め
の
基
準

を
改
善
す
る
こ
と
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
労
働
安
全
衛
生
条
約
の
タ
イ
に
よ
る
批
准
が
近
い
将
来
（
二
〇
〇
七
／
二
〇
〇
八

年
）
に
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
決
議
一
六
二
：
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
条
約

（
一
九
八
六
年
）は
そ
の
時
点
で
は
考
慮
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

ベ
ト
ナ
ム

経
済
発
展＊

と
公
衆
の
健
康
と
の
矛
盾
に
よ
り
生
ず
る
問
題
は
、ア
ス
ベ
ス
ト
禁
止
に
賛
成
す
る
政
府
が
措
置

を
講
じ
て
も
追
い
つ
か
な
い＊

＊

。
Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
に
参
加
し
た
ベ
ト
ナ
ム
代
表
は
、政
府
の
ア
ス
ベス
ト
禁
止
の
公
約

を
確
認
し
た
が
、こ
の
目
標
は
ま
だ
達
成
さ
れ
て
い
な＊

＊
＊い

。
実
際
に
ベ
ト
ナ
ム
の
ア
ス
ベ
ス
ト
消
費
は
二
〇
〇
〇
〜

二
〇
〇
四
年
の
間
に
三
二
％
増
加
し
て
い
る（
付
録
Ａ
）。一
九
七
〇
年
代
以
来
、ロ
シ
ア
、カ
ナ
ダ
、中
国
、ジ
ン
バ
ブ

エ
か
ら
輸
入
さ
れ
る
ア
ス
ベス
ト
は
、ベ
ト
ナ
ム
で
は
主
と
し
て
ア
ス
ベス
ト
・
セ
メ
ン
ト（
Ａ
Ｃ
）屋
根
タ
イ
ル
、断
熱

材
、
及
び
摩
擦
材
の
製
造
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
一
省
に
あ
る
三
七
施
設
の
一
〇
、〇
〇
〇
人
近
く
の
労
働
者

＊ ［原注39］ アスベスト・セメント産業によって作り出される3,800万ドル、直接雇用10,000人、もっと多く
の間接雇用、そして産業界の低品位セメント（年間500,000トン）の使用はベトナム経済に対する重
要な寄与となっている。

＊＊ ［原注40］ この情報は、ベトナム国立労働者保護研究所のレ・ヴァンティン博士とグイ・ゴックトアン
博士がGAC2004で発表したものである。

＊＊＊ ［原注41］ 2001年8月1日、政府決定 No 115/QD-TTg の中で首相は、「屋根タイル製造にア
スベスト材を使用することは止めるべきである」と宣言した。2001年以来、新たなアスベスト・セメント
工場の建設は禁止された。
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が
年
間
六
、〇
〇
〇
万
m3

の
ア
ス
ベス
ト・セ
メ
ン
ト
の
タ
イ
ル
を
製
造
し
て
い
る
が
、こ
れ
ら
の
比
較
的
安
い
タ
イ
ル

は
田
舎
や
山
岳
地
帯
、
海
岸
地
帯
、
及
び
ク
ー
ロ
ン
川
デ
ル
タ
地
帯
の
貧
し
い
人
々
の
間
で
人
気
が
あ
る
。ベ
ト
ナ

ム
の
三
二
の
屋
根
タ
イ
ル
工
場
は
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
間
に
建
設
さ
れ
た
が
、こ
れ
ら
の
工
場
の
多

く
は
国
有
で
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
職
業
的
ア
ス
ベ
ス
ト
曝
露
の
有
害
影
響
は
一
九
八
六
年
か
ら
調
査
さ
れ
て
い
る
。一
二
の
ア
ス
ベ
ス

ト
・
セ
メ
ン
ト
会
社
の
ア
ス
ベス
ト
に
曝
露
し
た
一
、〇
〇
〇
人
以
上
の
労
働
者
の
医
学
的
検
査
は
、危
険
な
職
業

的
曝
露
が
こ
の
労
働
者
の
集
団
に
高
い
レ
ベ
ル
の
肺
疾
患
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ア
ス
ベ
ス

ト
屋
根
材
を
製
造
し
て
い
る
工
場
で
二
〇
〇
一
年
に
国
立
労
働
者
保
護
研
究
所
（
Ｎ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
）の
ス
タ
ッフ
に
よ
っ

て
実
施
さ
れ
た
調
査
は
、
研
磨
機
の
そ
ば
の
三
三
・
七
繊
維
／cm3

か
ら
混
合
機
の
そ
ば
の
一・
八
繊
維
／cm3

ま
で

の
ア
ス
ベ
ス
ト
曝
露
レ
ベ
ル
を
記
録
し
た
。
そ
れ
ら
の
レ
ベ
ル
は
そ
の
後
九
か
月
以
内
に
一
一・
七
繊
維
／cm3

及
び

〇
・
七
繊
維
／cm3

ま
で
減
少
し
た
が
、こ
の
事
実
を
も
って
ア
ス
ベ
ス
ト
を
取
り
巻
く
状
況
が
依
然
と
し
て
満
足

で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
隠
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
初
の
調
査
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
究
で
あ
る

二
三
の
屋
根
材
工
場
の
調
査（
二
〇
〇
二
年
）は
、「
調
査
し
た
企
業
の
大
部
分
は
ア
ス
ベス
ト
粉
じ
ん
で
汚
染
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

・ 

労
働
者
の
間
に
ア
ス
ベス
ト
粉
じ
ん
の
有
害
性・危
険
性
に
つい
て
の
知
識
と
理
解
が
な
い
こ
と
。

・ 

防
じ
ん
措
置
及
び
排
気
シ
ス
テ
ム
が
な
い
こ
と
。

・ 

雇
用
主
の
労
働
安
全
衛
生
に
対
す
る
配
慮
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
。」

労
働
衛
生
及
び
公
衆
衛
生
に
与
え
る
ア
ス
ベス
ト
使
用
の
有
害
影
響
を
定
量
化
し
分
類
す
る
た
め
に
政
府
に

よ
って
取
ら
れ
た
措
置
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。

・ 

一
九
九
〇
年
、Ｎ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
の
ス
タ
ッフ
が
ア
ス
ベス
ト
分
析
技
術
に
関
す
る
訓
練
の
た
め
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
派



遣
さ
れ
た
。

・ 
二
〇
〇
二
年
、Ｎ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
は
、「
ア
ス
ベス
ト
・
セ
メ
ン
ト
屋
根
タ
イ
ル
企
業
に
お
け
る
現
在
の
環
境
状
況
と
労
働

者
への
影
響
に
つい
て
の
評
価―

解
決
策
の
提
案
」と
題
す
る
調
査
を
実
施
し
た
。

・ 

ア
ス
ベス
ト
消
費
工
場
に
よ
る
環
境
汚
染
の
レ
ベ
ル
を
評
価
す
る
た
め
の
最
近
の
調
査
は
、二
三
か
所（
四
〇
％
）

の
う
ち
九
か
所
が
二
・
二
二
〜
四
・
二
繊
維
／
cm3

の
範
囲
の
最
大
濃
度
を
記
録
し
た
。

・ 

一
二
の
会
社
の
一
、〇
三
二
人
の
労
働
者
の
医
学
検
査
に
お
い
て
九
八
％
が
通
常
の
Ｘ
線
検
査
を
受
け
た
が
、

一
、〇
三
二
人
中
九
〇
七
人（
八
八
％
）は
呼
吸
困
難
か
ら
慢
性
鼻
炎
ま
で
様
々
な
健
康
問
題
を
持
って
い
る
こ

と
が
報
告
さ
れ
た
。

ア
ス
ベス
ト・セ
メ
ン
ト
屋
根
材
の
使
用
を
や
め
る
と
い
う
二
〇
〇
四
年
の
政
府
の
決
定
に
も
か
か
わ
ら
ず＊

、セ
ラ

ミ
ッ
ク
、ガ
ラ
ス
、石
材
、石
英
、天
然
有
機
物
、人
工
鉱
物
繊
維
の
よ
う
な
、よ
り
安
全
な
代
替
物
質
が
存
在
す
る

の
か
ど
う
か
、
ま
た
コ
ス
ト
影
響
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
不
確
実
で
あ
る
た
め
に
、
猶
予
期
間
が
延
長
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、現
段
階
に
お
い
て
規
制
は
次
の
よ
う
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。

・  

ア
ス
ベス
ト
使
用
企
業
は
角
閃
石
系
ア
ス
ベス
ト
の
採
取
、製
造
及
び
輸
入
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
ク
リ

ソ
タ
イ
ル・ア
ス
ベス
ト
は
許
さ
れ
て
い
る
。

・ 

ア
ス
ベ
ス
ト
を
使
用
し
て
い
る
全
て
の
企
業
は
、
環
境
管
理
の
シ
ス
テ
ム
を
含
む
技
術
的
近
代
化
の
た
め
の
計

画
を
登
録
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
企
業
は
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
労
働
者
の
定
期
的
健
康
診
断
を
実

施
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

・ 

ア
ス
ベス
ト・セ
メ
ン
ト
屋
根
タ
イ
ル
会
社
の
全
て
の
労
働
者
の
た
め
に
訓
練
コ
ー
ス
を
設
け
る
。

・ 

政
府
機
関
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
監
督
を
強
化
す
る
。

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
ア
ス
ベス
ト
使
用
排
除
の
要
求
は
、こ
の
物
質
が
ベ
ト
ナ
ム
の
発
展
に
不
可
欠
で
あ
る
と
主

＊［原注42］ 1998年、ベトナムでは省庁間回付書類No. 1529/1998によってアモサイトやクロシドライト
のような角閃石（アンフィボル系）アスベストの輸入と使用が禁止され、クリソタイル・アスベストだけが
屋根材の製造として使用されている。
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